
               令和５年８月１７日 

 北九州市危機管理室 

 

 

 

 

 

海水浴場等で津波警報等の伝達に用いられる「津波フラッグ」の運用の習熟や認知度向上を図

るため、北九州市では初めてとなる海水浴場での避難訓練を関係機関と連携して実施します。 

記 

１ 日時 

  令和５年８月２１日（月）１１時００分から１１時１５分 

 

２ 場所  

  岩屋海水浴場 「海の家たかみ荘」前（北九州市大字有毛） 

 

３ 主催 

  福岡管区気象台 

  ＜協力＞ 

  北九州市危機管理室、北九州市消防局、北九州市若松消防団、福岡県警察、若松海上保安部、 

福岡県聴覚障害者協会、岩屋観光組合 

 

４ 訓練概要 

   津波警報が発表された想定で、海の家（岩屋観光組合）の方が津波フラッグを使用して避

難を呼びかけます。若松海上保安部には巡視艇から周知を、福岡県聴覚障害者協会員・海水

浴客および周辺住民には避難行動を、福岡県警察・北九州市消防局および若松消防団には避

難誘導を行っていただきます。 

 

５ 問い合わせ先 

  （訓練の内容について） 

   福岡管区気象台気象予防部地震火山課 高橋・健木 

電話 ０９２－７２５－３６１６ 

  （北九州市所管課） 

  危機管理室 吉田・原口 

   電話 ０９３－５８２－２１１０ 

 

津波フラッグとは 
 

海水浴場において、聴覚障害者に直ちに避難行動をとっても

らうため「津波警報等の視覚による伝達のあり方検討会」の結

果を受けて、気象庁は津波警報等の伝達に赤と白の格子模様

の「津波フラッグ」を使用するガイドラインを作成し、普及啓発

を図っている。 

 

報道機関各位 

 聴覚障害者などへ避難を促す 




